データ伝送による預金口座振替事務取扱に関する契約書（案）


 　○○○○○　（以下「甲」という）と道南うみ街信用金庫（以下「乙」という）とは、20xx年xx月xx日付けで申込のあった「しんきんＷＥＢ－ＦＢサービス利用申込書」にもとづく預金口座振替による収納事務に関し次のとおり契約する。


第１条（委託事務および取扱店の指定）
甲は、乙に対し乙の 本店 を取りまとめ店として、次条以下に定める方法により、乙の本支店における甲の次の収納事務の取扱いを委託する。

[bookmark: _GoBack]１．　　○○○○○費　　

第２条（口座振替依頼書の受理等）
乙の取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書（以下「依頼書」という）および預金口座振替支払通知書（以下「通知書」という）を提出させ、記載事項を確認のうえ依頼書を受理したときは、通知書に確認印を押印のうえ甲に送付する。
また、甲が契約者（乙の預金者）から預金口座振替の申込を受けたときは、依頼書および通知書を受理し、乙の取扱店に送付する。乙は、記載事項を確認のうえ、依頼書を受理したときは、通知書に確認印を押印し、これを甲に返送する。
ただし、依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに甲に返戻する。

第３条（振替日）
振替日は毎月００日とする。
ただし、当日が乙の休日にあたるときは、その翌営業日とする。
甲は、振替日を変更するときは契約者（預金者）に対して周知徹底をはかるものとし、乙は、特別な通知等は行わない。

第４条（口座振替明細の送付）
１．甲は、通知書にもとづいて当該預金者あての請求明細を振替日の２営業日前の午後３時までに乙に伝送する。
２．乙は、受領した伝送データに記録された請求明細に基づき振替日に振替処理を行う。
　なお、預金口座からの引き落としは、伝送データに記録された口座番号により行うものとする。
３．甲は、前項によりデータを伝送した後においては、原則として取消または修正を行なわない。

第５条（口座への入金）
乙は、振替日に当該預金者の指定する預金口座から伝送データに記録された金額を払出し、振替日の３営業日後に甲の指定する預金口座に入金する。

【 指定口座 】
振　込　先　　道南うみ街信用金庫　本店
種目・口番　　普通預金　№ｘｘｘｘｘｘｘ
口座名義　　○○○○○


第６条（引き落とし不能分の再請求）
甲は、振替不能分について再度預金口座振替により請求するときは、データを作成して、次回の振替請求の際に乙に伝送する。
この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その振替について優先順位をつけない。

第７条（口座振替結果の取得）
口座振替結果の取得は、振替日の翌営業日以降、振替処理結果を照会し結果を把握することができる。（翌営業日を含めて３営業日間）
この場合の振替不能理由コードは下記のとおりとする。

	コード
	理　　由

	０
	振 替 済

	１
	資金不足

	２
	預金取引なし

	３
	預金者の都合による振替停止

	４
	預金口座振替依頼書なし

	８
	委託者の都合による振替停止（依頼返却）

	９
	そ の 他






第８条（預金者への通知）
乙は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済みの通知および入金の督促等は行わない。

第９条（取扱手数料等）
甲は乙に対し、請求件数1件につき100円の手数料および取扱手数料合計額に係る消費税相当額を支払う。
取扱手数料の支払方法は、第５条における入金金額を甲の指定する預金口座に入金する際にこれを差し引くものとする。

第１０条（停止通知）
甲は、預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を書面により乙に通知する。

第１１条（解約・変更通知）
乙は、預金者の申し出または乙の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したとき、甲にその旨を通知する。
ただし、預金者が当該指定預金口座を解約したときは、この限りではない。

第１２条（損害負担）
甲および乙は、それぞれの責により生じた損害を負担する。
甲・乙いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定める。

第１３条（暴力団員等排除条項）
甲ならびに甲の使用人は暴力団構成員、同準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団員ではないことを誓約し、事実と相違した場合、乙がなんら催告をしなくても直ちに本契約は解除することができる。

第１４条（秘密保持）
本契約に関して、甲および乙が知り得た一切の情報を第三者に対して開示、漏洩、譲渡等をしないものとする。
ただし、当該情報が公知の場合および法令に基づき開示等が必要となる場合は、この限りではない。

第１５条（契約の解除）
甲、乙のいずれかがこの協定に著しく違反したとき、または信用状態に著しい変化が生じたときは、この契約を解除することができる。
第１６条（協議事項）
この契約書に定めた事項に疑義ある時、あるいはこの協定事項を変更する必要があるときは、甲・乙協議のうえ定める。

第１７条（有効期間）
この協定の有効期間は、20xx年xx月xx日から20xx年xx月xx日までとする。
ただし、期間満了の２ヶ月前までに、甲または乙が別段の意思表示を行わないときは期間満了の日の翌日から起算して、１年間なおその効力を有するものとし、以後も同様とする。


本協定締結の証として本書２通を作成し、甲および乙は各記名捺印のうえ、各１通を保有する。


20xx年xx月xx日

甲　





乙　桧山郡江差町字本町132番地
道南うみ街信用金庫
理事長　田 原　栄 輝

